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平
成　

年
３
月　

日
、
神
埼
町
、
千
代
田

１８

２０

町
及
び
脊
振
村
の
３
町
村
が
合
併
し
、
神
埼

市
が
誕
生
し
、
４
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

神
埼
市
民
の
皆
さ
ま
の
一
体
感
を
よ
り
一

層
高
め
、
ま
た
、
市
勢
の
高
揚
を
図
る
た
め
、

「
自
然
と
歴
史
と
人
が
輝
く
未
来
都
市
」
を

イ
メ
ー
ジ
で
き
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
す

べ
て
の
市
民
が
親
し
み
を
も
っ
て
歌
え
る

「
神
埼
市
の
歌
（
イ
メ
ー
ジ
ソ
ン
グ
）」「
神

埼
市
の
音
頭
」
の
歌
詞
を
募
集
し
ま
す
。

�
�
�
�
�

募
集
す
る
歌
詞
は
、
神
埼
市
の
歌
（
イ

メ
ー
ジ
ソ
ン
グ
）
及
び
神
埼
市
の
音
頭
と
も

に
、
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

・
神
埼
市
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
も
の
で
、
だ
れ

も
が
親
し
め
る
内
容
と
表
現
で
あ
る
も
の

・
歌
詞
は
、
２
番
以
上
３
番
以
内
と
し
ま
す
。

・
自
作
の
も
の
で
未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

・
他
の
市
町
村
の
歌
と
類
似
し
な
い
も
の
に
限

り
ま
す
。

・
応
募
は
、
１
人
１
作
品
と
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
　

ど
な
た
で
も

�
�
�
�
�
�
　

７
月　

日
（
金
）（
必
着
）

３１

�
�
�
�
�

・
歌
詞
は
、
市
販
の
４
０
０
字
詰
め
原
稿
用

紙
（
Ａ
４
版
・
横
書
き
）、
ま
た
は
、
ワ
ー

ド
形
式
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
応
募
し
て

く
だ
さ
い
。

・
作
品
中
の
漢
字
に
は
、
す
べ
て
に
「
ふ
り

が
な
」
を
ふ
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
に
あ
た
っ
て
は
、
別
の
用
紙
（
様
式

は
問
い
ま
せ
ん
。）に
次
の
こ
と
を
明
記
し

て
く
だ
さ
い
。

①
作
品
の
意
図
及
び
イ
メ
ー
ジ
ソ
ン
グ
・

音
頭
の
別
を
明
記
、
②
住
所
、
③
氏
名
、

④
年
齢
、
⑤
電
話
番
号
に
つ
い
て
、
記
載

し
た
も
の
を
持
参
、
郵
送
又
は
電
子
メ
ー

ル
に
よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�

　

選
考
は
、
神
埼
市
の
歌
・
音
頭
制
作
委
員

会
で
行
い
、
発
表
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
市
報

か
ん
ざ
き
に
掲
載
し
て
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成　

年　

月
８
日
開
催
予
定
の

２１

１１

第
３
回
元
気
か
ん
ざ
き
市
民
交
流
祭
で
披
露

す
る
予
定
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�

　
「
神
埼
市
の
歌
（
イ
メ
ー
ジ
ソ
ン
グ
）」「
神

埼
市
の
音
頭
」
と
も
に
、
次
の
と
お
り
で
す
。

�
�
�
�
�
�

（
採
用
作
品
）
各
１
作
品　

賞
金　

万
円

２０

�
�
�
�
�

　

各
２
作
品　
　

賞
金
５
万
円

※
応
募
者
す
べ
て
の
方
に
記
念
品
を
贈
呈
し

ま
す
。

※　

歳
未
満
の
方
が
入
賞
さ
れ
た
場
合
の
賞

１８金
の
受
け
取
り
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
護

者
と
し
ま
す
。

※詳しくは、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
�������	
�　　神埼市役所　市長公室　�３７�０１０２
　Ｅメール　uta@city.kanzaki.lg.jp 〒８４２�８６０１　神埼市神埼町神埼４１０番地

今
回
制
作
す
る
「
神
埼
市
の
歌
（
イ

メ
ー
ジ
ソ
ン
グ
）」や「
神
埼
市
の
音
頭
」

は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
も
の
で
あ
り
、

末
永
く
愛
用
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

そ
こ
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
制
作
に

参
加
し
て
い
た
だ
き
た
く
、
委
員
の
募

集
を
行
い
ま
す
。

歌
詞
に
つ
い
て
は
、
全
国
へ
募
集
す

る
こ
と
に
し
て
お
り
、
応
募
作
品
か
ら

の
選
考
や
曲
付
け
業
者
の
選
考
、
音
頭

の
振
付
及
び
活
用
計
画
の
作
成
な
ど

「
神
埼
市
の
歌
・
音
頭
」
の
制
作
に
関

し
て
、
制
作
委
員
会
を
設
置
し
て
協
議

し
て
い
き
ま
す
。

�
�
�
�
�
　

３
人

�
�
�
�
�

　

満　

歳
以
上
の
神
埼
市
民（
応
募
時
）

２０

�
�
�
�
�
�

神
埼
市
の
歌
（
イ
メ
ー
ジ
ソ
ン
グ
・

音
頭
）
を
制
定
す
る
ま
で

�
�
�
�
�
�

　

無
償
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）

�
�
�
�
�
�

　

７
月　

日
（
金
）
必
着

１７

�
�
�
�
�

「
応
募
用
紙
」
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
持
参
、
郵
送
、
Ｅ
メ
ー
ル

に
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

市
役
所
市
長
公
室
、
各
総
合
支
所
総

務
企
画
課
に
あ
り
ま
す
。
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�����������

次
に
挙
げ
る
対
象
の
方
で
、
今
年
度

の
神
埼
市
国
保
の
特
定
健
診
の
受
診

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
市
役
所
ま
た
は
、

各
総
合
支
所
の
国
保
担
当
窓
口
で
申

請
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�

①
平
成　

年
４
月
２
日
以
降
（
年
度

２１

途
中
）
に
神
埼
市
国
保
に
加
入
し
、

引
き
続
き
加
入
し
て
い
る
方

②
平
成　

年
３
月
末
の
年
齢
が　

歳

２２

４０

か
ら　

歳
の
方

７４

�
�
�
�
�
�

８
月　

日
（
木
）《
期
限
厳
守
》

２０

�
�
�
�
�
�
�
	



・
神
埼
市
国
保
保
険
証

・
印
か
ん
（
認
め
可
）

※
申
請
さ
れ
た
方
に
は
、
資
格
確
認

後
、
９
月
に
受
診
券
な
ど
受
診
に

必
要
な
資
料
を
送
付
し
ま
す
。

特
定
健
診
は
、
次
の
「
集
団
健
診
」

と
「
個
別
健
診
」
の
受
診
方
法
が
あ

り
ま
す
。

��
�
��
�
��
�
�

市
で
は
、
神
埼
市
住
民
総
合
健
診

（
が
ん
検
診
な
ど
）
と
同
時
に
、
９

月　

日
か
ら　

月
８
日
の
期
間
で
実

２９

１０

施
す
る
予
定
で
す
。

��
�
��
�
��
�
�

集
団
健
診
の
期
間
で
受
診
で
き
な

い
場
合
は
、
登
録
さ
れ
た
医
療
機
関

（
普
段
利
用
さ
れ
て
い
る
病
院
・
医
院

な
ど
）で
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

通
常
診
療
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
よ

う
、
個
別
健
診
で
の
受
診
は
各
医
療

機
関
に
必
ず
予
約
を
さ
れ
て
か
ら
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�

　

神
埼
市
役
所　

市
民
課

　
�
３
７�
０
１
１
５

�������	
��
特定健診の受診はお済みでしょ
うか？
生活習慣病は自覚症状がなく
徐々に進行してしまいます。
ご自分の健康状態を把握し、
健康維持と生活習慣病の予防・改
善のため、特定健診の受診をお
願いします。
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受診された方について、下記のとおり結果説明会を開催しますので、ご参加ください。
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����
・混雑をさけるため、時間を割り当てています。都合がつかない方は、
各期間中の別の日程でも構いません。
・健診結果は、できるだけ説明会期間中に取りに来てください。

※今回の健診結果で、必要な方には「特定保健指導」の説明も併せて
実施します。できるだけ受診されたご本人がお越しください。

���

　・個別結果説明
　・特定保健指導（該当者）
�������

　・健康手帳
　・結果説明会通知書
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